
様式第二号の人(第人条の四の工関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

令和 6年 6月  10日

大分県知事 広瀬勝貞 殿

提出者

〒872-1202

住 所 大分県豊後高田市香々地4089番地
株式会社 菅 組

氏 名 代表取締役 堤 俊之

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0978-54-3311

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、この書面を添えて提出します。

事 業 場 の 名 称 株式会社 菅 組

事 業 場 の 所 在 地 豊後高田市香々地4089番地

計 画 期 間 令和6年4月 1日～令和7年 3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

06総合工事業

令和5年度完工高10,550,000,000円

175人

④産業廃棄物の一連
の処理工程

→収集運搬業者委託→処分業者委託→最終処分

｀
中間再生



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

の

tt
oF児状

(これまでに実施した取り組み)

を考慮した工法、資材等を使用する。

=2の お り

の 種

tt

廃葉物の発生抑制を考慮した工法、資材等を使用すると

(今後実施する予定の取組)
②計画

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

は分別をする

①現状

画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

産



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら行う産業廃葉物の再生利用に関する事項

自ら再生利用を行った t t

①現状

にれまでに実施した取組)

自ら再生利用を行った t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

購入をし、自らも再生資材を積極的に使用する。

産業廃棄物の種類

①現状
自ら熱回 た

t t
産業廃莱物の量

自ら中間処理により減量した

産業廃葉物の量
t t

(これまでに実施した取組)

画

17

【目標】

産業廃葉物の種類

自ら熱回収を行つた

産業廃案物の量
t t

自ら中間処理により減量した

産業廃葉物の量
t t

(今後実施する予定の取組)



自ら行う産業廃葉物の埋め立て処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度(令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 がれき

自ら埋立処分又は
14.95 t t

つた

①現状 の量

(これまでに実施した取組)

発生抑制を考慮した工法、資材等を使用する。

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき

又 は

海洋投入処分を行つた
産業廃乗物の量

10 t t

②計画
(今後実施する予定の取組 )

の発生抑制を考慮した工法、資材等をしようする。

汚明賦-3のとおり

業者への

(これまでに実施した取組 )

t t

t t

t t

t t
処理委託量①Fノ用し状

へ の t t

全処理委託量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度(令和5年度)実績】

産業廃栗物の種類

処理委託量
認定業者への

再生利用業者への

処理委託量



(第5面 )

②計画

【目標】 別紙-3のとおり

産業廃棄物の種類

全処理委託量 t t

t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

環境に係る社会活動への積極的な参加

県。環境団体等が催すイベントに積極的に参加、協力していきたし、

※事務処理欄



別紙-1 管理体制  (廃棄物処理に関する管理組織等)

統 括 責 任 者 専務取締役

廃 棄 物 担 当 組織名:土木事業本部管理課及び建 事業本部設計積算課

組織人数3人

役

　

　

　

割

廃葉物処理
統括責任者

策定

・廃乗物処理に関する各種事項の決定、承認

廃棄物管理

担当部課長

・廃案物処理に関する検討

・廃棄物処理計画の作成

・廃棄物の管理状況の把握
,処理業者、再生利用業者の調査、選定

・委託契約の締結

・監督官庁への各種報告
。社員に対する教育・啓発

・各出先に対する情報提供、支援及び指導
。その他関係する事項

廃 棄 物 管 理 組 織

専務取締役 (廃棄物処理統括責任者)

土木事業本部長

(廃棄物処理担当役員)

建築事業本部長

(廃棄物処理担当役員)

土木事業本部次長

(廃棄物処理担当部長)

建築事業本部企画管理部長

(廃棄物処理担当部長)

土木事業本部管理課長

(廃棄物処理担当課長)

建築事業本部企画管理課長

(廃棄物処理担当課長)

回見出張所

土木第二課

・ 土木第1課

・ 杵集出張所
建 築 課

各 作 業 所各 作 業 所

・作業所長 (産業廃棄物処理責任者)
・技術管理者

・作業所長 (産業廃棄物処理責任者)
。技術管理者



別紙-2 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

汚泥

165,3  t

ガラス・的器くず

118.07  t

その他の
がれき

10.246.57  t

繊維くず

0。 78  t

石音ボード

183.26  t

混 合

201.l  t

廃プラ

178.55 t

紐くず

16.65  t

木くず

91.76 t

金属くず

49。72  t

コンクリート

5_113.77 t

アスフアルト

975.15 t

廃粟物の

種類

①現状

汚 泥

15C t

ガラス・B働器(ず

100 t

その他の
がれき

8.000 t

繊維くず

0.5 t

石書ボード

150 t

混合

130 t

廃プフ

150 t

紙くず

10 t

六くず

80 t

金属くず

40 t

コンクリート

5.000 t

アスフアJレト

950 t

【目標】
廃棄修の

種 類

②計画



産業廃棄物の処理の委託に関する事項

別紙-3

全委託量

【前年度(令和5年度)実績】

汚泥

165。8  t

t

165.8  t

t

t

ガラス・臨署くす

■ヽ075791 t

t

118´ 75 t

t

t

その他の
がれき

101248.57  t

t

10,24857  t

t

t

繊維くず

0。78  t

t

0,78   t

t

t

石膏ボード

188.26  t

t

188.2a  t

t

t

混合

201,l t

t

301.10  t

t

t

廃プフ

牌 牌 t

t

J78.55  t

t

t

紙くず

16,65  t

t

16.65  t

t

t

木くず

91.76 t

t

91,76  t

t

t

金属くず

49.72  t

t

61.76  t

t

t

ヨンクリート

5,118.77  t

t

5198.42  t

t

t

アスファ,レト

975,15 t

t

970.55 t

t

t

廃棄物の種類

部ゝ劇
優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への

委託量

以外への

【目藉副

汚泥

150 t

=
七 t t t t t t t t ^t t

945 t 2,450 t 40 t 80 t 10 と 150 t 180 t 150  t 0.5 t 8,000 t 100 t 150 t

認定熱回収業者への
処理委託量

t t t t t t t t t t t t

認定熱回収業者以外への
熱回収を行う業者への
処理委託量

t t t t 1 七 t t 七 t t t

ガラス・詢器くず

100 t

その他の
がれき

8,000 t

繊維〈ず

0.5 t

石青ボード

150 t

混合

130 t

廃プラ

150 t

紙くず

10 t

六〈ず

80 t

金属(ず

40 t

コンクリート

5,000 t

アスフアルト

950 t

廃羮物の種類

排出量

②計画


